
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

GXの実現に向けた国土交通省の取組と
政府の動きについて

総合政策局

資料１



《施策の目標の具体化》

部門別CO2削減目標（※）の達成
に向けた関連施策等のKPIを設定
（86項目）

（※）地球温暖化対策計画に位置づけ

《施策の充実・強化》

〇建築物省エネ法の改正による住
宅等の省エネ基準適合義務化、
省エネ基準の段階的な水準引上
げ等

〇カーボンニュートラルポート形成
計画策定マニュアルの策定

〇国際海運2050年カーボンニュー
トラルを目指し、技術開発・実証
を支援、IMOでの議論を主導

など

国土交通省におけるGXの実現に向けた取組について

2021年10月閣議決定

• 地球温暖化対策計画の改定

• エネルギー基本計画の改定

• パリ協定長期戦略の改定

• 気候変動適応計画の改定

など

 IPCC第６次評価報告書

・1.5℃シナリオにより極端現象
は相当程度抑えられる

 COP26（ｸﾞﾗｽｺﾞｰ気候合意）

・1.5℃に抑える努力を追求

・我が国のNDC（国が決定する
貢献）を提出

政府全体の取組

国土交通省の取組

2021年７月 「国土交通省グリーン社会実現推進本部」設置

2021年12月 「国土交通省環境行動計画」改定

【主なKPIの例】

・省エネ基準に適合する住宅ストックの割合
【６%（2013年度）⇒30%（2030年度）】

・新車販売台数に占める次世代自動車の割合
【23.2%（2013年度）⇒50～70%（2030年度）】

・省エネに資する船舶の普及隻数

【1080隻（2030年度）】

国際社会の主な動き
「国土交通グリーンチャレンジ」作成
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★分野横断・官民連携による統合的・複合的アプローチ ★時間軸を踏まえた戦略的アプローチ
①イノベーション等に関する産学官の連携 ②地域との連携 ③国民・企業の行動変容の促進
④デジタル技術、データの活用 ⑤グリーンファイナンスの活用 ⑥国際貢献、国際展開

脱炭素社会 自然共生社会 循環型社会

「国土交通グリーンチャレンジ」の概要(令和3年7月策定）

気候変動適応社会

国土・都市・地域空間におけるグリーン社会の実現に向けた分野横断・官民連携の取組推進

横断的視点

インフラのライフサイクル全体での
カーボンニュートラル,循環型社会の実現

グリーンインフラを活用した
自然共生地域づくり

自動車の電動化に対応した
交通・物流・インフラシステムの構築

港湾・海事分野におけるカーボン
ニュートラルの実現,グリーン化の推進

デジタルとグリーンによる
持続可能な交通・物流サービスの展開

次世代自動車の普及促進,燃費性能の向上
物流サービスにおける電動車活用の推進,

自動化による新たな輸送システム,グリーン
スローモビリティ,超小型モビリティの導入促進
自動車の電動化に対応したインフラの社会実

装に向けた, EV充電器の公道設置社会実験,
走行中給電システム技術の研究開発支援等
レジリエンス機能の強化に資するEVから住宅

に電力を供給するシステムの普及促進 等

水素・燃料アンモニア等の輸入・活用拡大を図
るカーボンニュートラルポート形成の推進
ゼロエミッション船の研究開発・導入促進, 

日本主導の国際基準の整備
洋上風力発電の導入促進
ブルーカーボン生態系の活用,船舶分野の

CCUS研究開発等の吸収源対策の推進
港湾・海上交通における適応策,海の再生・保

全,資源循環等の推進 等

流域治水と連携したグリーンインフラによる
雨水貯留・浸透の推進
都市緑化の推進,生態系ネットワークの保全・

再生・活用,健全な水循環の確保
グリーンボンド等のグリーンファイナンス,ESG

投資の活用促進を通じた地域価値の向上
官民連携プラットフォームの活動拡大等を通じ

たグリーンインフラの社会実装の推進 等

ETC2.0等のビッグデータを活用した渋滞対策,
環状道路等の整備等による道路交通流対策
地域公共交通計画と連動したLRT・BRT等の

導入促進,MaaSの社会実装,モーダルコネクト
の強化等を通じた公共交通の利便性向上
物流DXの推進,共同輸配送システムの構築,ダ

ブル連結トラックの普及,モーダルシフトの推進
船舶・鉄道・航空分野における次世代グリーン

輸送機関の普及 等

持続性を考慮した計画策定,インフラ長寿命化
による省CO2の推進
省CO2に資する材料等の活用促進,技術開発
建設施工分野におけるICT施工の推進,革新

的建設機械の導入拡大
道路（道路照明のLED化）,鉄道（省エネ設備）,

空港（施設・車両の省CO2化）,ダム（再エネ導
入）,下水道等のインフラサービスの省エネ化
質を重視する建設リサイクルの推進 等※このほか,適応策については,特に「総力戦で挑む防災・

減災プロジェクト」の着実な実施,更なる充実を図る。

省エネ・再エネ拡大等につながる
スマートで強靱なくらしとまちづくり

LCCM住宅・建築物,ZEH・ZEB等の普及促進,
省エネ改修促進,省エネ性能等の認定・表示制
度等の充実・普及,更なる規制等の対策強化
木造建築物の普及拡大
インフラ等における太陽光,下水道バイオマス,

小水力発電等の地域再エネの導入・利用拡大
都市のコンパクト化,スマートシティ,都市内エリ

ア単位の包括的な脱炭素化の推進
環境性能に優れた不動産への投資促進 等

基本的な取組方針

2050年の長期を見据えつつ、2030年度までの10年間に重点的に取り組む６つのプロジェクトの戦略的実施
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省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり

《インフラ等における再エネの導入・利用の拡大》
 公的賃貸住宅、官庁施設、道路・空港・港湾・公園・下水道等の

インフラ空間等を活用した太陽光発電の導入拡大

 下水道バイオマス、下水熱等の利用推進

 小水力発電、ダムの運用改善等による水力エネルギーの利用促進

国土交通省環境行動計画（概要） 重点施策①

中高層の木造建築物

脱
炭
素
化

《脱炭素化に資するまちづくり》
 都市のコンパクト化、スマートシティの社会実装の推進、

３D都市モデル（PLATEAU）等のデジタル技術やデータの
利活用

《住宅・建築物の更なる省エネ対策の強化》
 新築住宅を含む省エネ基準への適合義務化（2025年度まで）、

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及促進

 既存ストックの省エネ改修促進

 公営住宅やUR賃貸住宅等の新築の原則ZEH化、省エネ改修促進

 木造建築物の普及拡大

道路における太陽光発電施設活用 公園における太陽光発電

出典:関西エアポート（株）

インフラのライフサイクル全体でのカーボンニュートラル、循環型社会の実現インフラのライフサイクル全体でのカーボンニュートラル、循環型社会の実現

《インフラのライフサイクル全体での脱炭素化》
 省CO₂に資する材料等の活用促進、技術開発

 建設施工分野におけるICT施工の推進、革新的建設機械の導入拡大

 インフラサービスにおける省エネ化の推進
道路（道路照明灯のLED化）、鉄道（省エネ設備）、
空港（施設・車両の省CO₂化、再エネ拠点化）、
ダム（再エネ設備）、下水道（省エネ設備・再エネ電源）

《質を重視する建設リサイクルの推進》
 廃プラスチックの分別・リサイクルの促進

 建設発生土の適正処理の促進

《下水道資源の有効活用の推進》
 下水道バイオマス等の利用推進に向けた

革新的技術の導入促進

資
源
循
環

脱
炭
素
化

グリーンインフラを活用した
自然共生地域づくり

グリーンインフラを活用した
自然共生地域づくり

《グリーンインフラの推進》
 流域治水の推進、グリーンイン

フラの活用

 都市緑化の推進、生態系ネット
ワークの保全・再生・活用

 健全な水循環の確保

 2027年国際園芸博覧会の開催

気
候
変
動
適
応

自
然
共
生

※適応策については、「総力戦で挑む防災・
減災プロジェクト」の着実な実施を図る。

下水道における地域バイオマスの利活用

 居心地が良く歩きたくなる空間
の形成、自転車利用の促進

 都市部のエリア単位での包括
的な脱炭素化の推進
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自動車の脱炭素化に対応した交通・物流・インフラシステムの構築自動車の脱炭素化に対応した交通・物流・インフラシステムの構築

《次世代自動車の普及促進、自動車の燃費性能の向上、次世代自動車を活用した交通・物流サービスの推進》
 事業用のバス・トラック・タクシー等への次世代自動車の普及促進、燃費性能の向上

 自動化による新たな輸送システムの導入促進

《自動車の脱炭素化に対応した都市・道路インフラの社会実装の推進》
 EV充電施設の道路内配置の検討、走行中給電システム技術の研究開発

デジタルとグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開デジタルとグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開

《道路交通流対策、公共交通の利用促進、グリーン物流の推進》
 ETC2.0等のビッグデータを活用した渋滞対策、環状道路整備等による道路交通流対策

 LRT・BRT等の導入促進、MaaSの社会実装等を通じた公共交通の利便性向上

 トラック輸送の効率化（物流DX、共同輸配送、ダブル連結トラックの普及、ドローン物流の実装等）

 海運、鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの更なる推進

《船舶・鉄道・航空の脱炭素化》
 船舶：省エネ・省CO₂排出船舶の普及

 鉄道：燃料電池鉄道車両の開発推進、省エネ車両の導入促進

 航空：SAFの導入促進、機材・装備品等への新技術導入等

国土交通省環境行動計画（概要） 重点施策②

ドローン物流ダブル連結トラック

脱
炭
素
化

気
候
変
動
適
応

脱
炭
素
化 《気候変動リスクに対応した交通・物流システムの強靱化》

 災害時の交通・物流の機能確保のための交通インフラの強化、
運輸防災マネジメント等の事前対策の強化

 鉄道の計画運休の深化、空港の孤立化防止等の推進による災
害時における人流・物流コントロール

港湾・海事分野におけるカーボンニュートラルの実現、グリーン化の推進港湾・海事分野におけるカーボンニュートラルの実現、グリーン化の推進

《カーボンニュートラルポートの形成推進、洋上風力発電の導入促進》
 水素・燃料アンモニア等の受入環境の整備

 停泊中船舶への陸上電力供給、荷役機械等の水素燃料化の促進

 洋上風力発電に係る基地港湾の計画的整備等

 浮体式の安全評価手法の確立（アジア展開も見据えた国際標準化）

《国際海運2050年カーボンニュートラルの実現》
 世界に先駆けたゼロエミッション船（水素・アンモニア等）の商業運航実現

 IMOにおける削減目標見直し等の議論を牽引

気
候
変
動
適
応

脱
炭
素
化 自

然
共
生

《海洋・海上交通分野の適応策》
 海面水位上昇等に対応した港湾機能の強化

 激甚化する災害に対応した海上交通の強靱化

《海の保全・再生》
 干潟等の海域環境の保全・再生・創出、

ブルーカーボン生態系の活用

 漂流・漂着ごみ対策等の海岸環境の保全

ゼロエミッション船

EV充電施設の道路内配置
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国土交通省におけるクリーンエネルギー転換等の主な取組

「国土交通省環境行動計画」（R3.12策定）を着実に実行し、関係省庁や産業界等と連携しつつ、運輸、建設・
インフラ等の分野におけるクリーンエネルギーへの転換等に向けた取組を推進し、民間投資の拡大を図る。

運輸分野

《自動車》

○EV、FCV等の次世代自動
車の普及促進

• 2035年乗用車の新車販売
電動車（EV,FCV,PHEV,HV）100％

• 2030年小型商用車の新車販売
電動車20～30％

〔民間投資拡大〕

トラック、バス等の輸送事業者
における電動車の導入

《船舶》

○水素・アンモニア等のゼロ
エミッション船等の商用化

• 2020年代後半に世界に先駆け
て実現

• 国際海運2050年カーボンニュー
トラルの実現

〔民間投資拡大〕

造船事業者等におけるゼロエ
ミッション船等の技術開発、生
産基盤強化

海運事業者によるゼロエミッ
ション船等の導入

〔国際貢献・国際展開〕

国際海運におけるIMOを通じた
国際ルールづくりの主導

《鉄道》

○鉄道施設への再エネ導入、
燃料電池車両の開発、
バイオ燃料の活用の促進

〔民間投資拡大〕

鉄道事業者における再エネ発
電設備の導入、燃料電池車両
等の開発・導入

建築・インフラ等分野

《住宅・建築物》

○新築省エネ基準適合義務化、ZEH・ZEBの普及促進 等
• 2030年度新築におけるZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能の確保

〔民間投資拡大〕

中小工務店等を含む住宅・建築事業者におけるZEH・ZEBの建設、省
エネ改修

《まちづくり》

○コンパクト・プラス・ネットワークなど脱炭素化に資するまち
づくり、グリーンインフラの社会実装 等

〔民間投資拡大〕

環境に配慮した民間都市開発、グリーンインフラ等へのESG投資

《インフラ》

○カーボンニュートラルポートの形成推進、洋上風力発電の
導入促進、インフラにおける再エネの導入促進、下水道バ
イオマス等の利用促進、建設施工分野の脱炭素化 等

〔民間投資拡大〕

停泊中船舶への陸上電力供給設備、低炭素型荷役機械等の導入
促進区域の指定等による洋上風力産業の活性化、基地港湾の整備
インフラ空間への太陽光発電等の再エネ施設の導入
下水道の省エネ、下水道バイオマス等の活用に向けた技術開発 等

〔国際貢献・国際展開〕

脱炭素化等に資する質の高いインフラの海外展開 等

《航空》

○SAFの導入促進
• 2030年本邦航空会社における
燃料使用量の10％にSAF導入

○航空機材等の技術開発
〔民間投資拡大〕

航空事業者におけるSAFの導
入、国産SAFの技術開発

航空機材・装備品等製造事業
者における技術開発

〔国際貢献・国際展開〕

国際航空におけるICAOを通じ
た国際ルールづくりの主導 6



GXの実現に向けた政府の動きについて

■ 内閣総理大臣施政方針演説（令和４年１月１７日）

・２０３０年度４６％削減、２０５０年カーボンニュートラルの目標実現に向け、単に、エネルギー供給構造の変革だけでなく、産業構
造、国民の 暮らし、そして地域の在り方全般にわたる、経済社会全体の大変革に取り組みます。

・どのような分野で、いつまでに、どういう仕掛けで、どれぐらいの投資を引き出すのか。経済社会変革の道筋を、クリーンエネル
ギー戦略として取りまとめ、お示しします。

■ 「クリーンエネルギー戦略」

●経済産業省・資源エネルギー庁の産業構造審議会及び総合エネルギー調査会合同専門家会合、環境省の中央環境審議会小委員会で検討

●令和４年５月１９日 クリーンエネルギー戦略に関する有識者懇談会において「中間整理」を報告

・クリーンエネルギー戦略においては、成長が期待される産業ごとの具体的な道筋、需要サイドのエネルギー転換、クリーンエネルギー中心の

経済・社会、産業構造の転換、地域・くらしの脱炭素化に向けた政策対応等について整理

・エネルギーを起点とした産業のGX

〈成長が期待される分野〉水素・アンモニア，洋上風力，蓄電池，原子力，カーボンリサイクル，鉄鋼，自動車，運輸，住宅・建築物、インフラ，

農林水産業，CCS，ネガティブエミッション

・岸田総理より、今後１０年間で官民協調で１５０兆円超の脱炭素分野での新たな関連投資の実現、「GX投資のための１０年ロードマップ」の

提示等を表明

●令和４年６月７日 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」閣議決定

・GX経済移行債（仮称）の創設等のGX投資実現のための新たな政策イニシアティブ

・エネルギーを起点とした産業のGXに向けた、各産業分野における主要な取組

・年内の「GX投資のための１０年ロードマップ」の取りまとめ

●官邸における「GX実行会議」の創設

・第１回「GX実行会議」（７月２７日） 議事：GX実行会議における議論の論点

・第２回「GX実行会議」（８月２４日） 議事：日本のエネルギーの安定供給の再構築

■ 今後のスケジュール

●年末 「GX投資のための１０年ロードマップ」を取りまとめ予定
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8
※経済産業省産業技術環境局・資源エネルギー庁資料「クリーンエネルギー戦略 中間整理」（2022年5月19日）より

(うち国交省関連は12分野)



※第１回GX実行会議資料「GX実行会議における議論の論点」より 9



（参考資料）
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クリーンエネルギー戦略 中間整理 （概要） 令和4年5月 経済産業省

 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス排出量46％削減という二つの野心的な目標に向け、グリーン成⾧戦略、エネルギー基本
計画、地球温暖化対策計画、パリ協定に基づく成⾧戦略としての⾧期戦略を策定し、今後の進むべき方向性を示してきた。

 クリーンエネルギー戦略においては、成⾧が期待される産業ごとの具体的な道筋、需要サイドのエネルギー転換、クリーンエネルギー中心の経済・
社会、産業構造の転換、地域・くらしの脱炭素化に向けた政策対応などについて整理。

 また、今回のロシアによるウクライナ侵略や電力需給ひっ迫も踏まえ、今後進めるエネルギー安全保障の確保と、それを前提とした脱炭素化に向
けた対応も整理する。

第１章 エネルギー安全保障の確保
ウクライナ危機・電力の需給ひっ迫を踏まえた対応
 ロシアによるウクライナ侵略を受け、G7各国はロシアへの制裁強化に向け共同歩

調。ロシアからの石炭・石油輸入のフェーズアウトや禁止を含む、ロシア産エネル
ギーへの依存状態から脱却することをコミット

 3月22日、東京電力・東北電力管内において、初めて需給ひっ迫警報を発令。
事案の検証と供給力確保、電力ネットワーク整備等の課題への対応が急務

 短期的な脱ロシアのトランジション、中⾧期的な脱炭素のトランジションに向け、
「再エネ、原子力などエネルギー安保及び脱炭素効果の高い電源の最大限の
活用」など、エネルギー安定供給確保に万全を期し、その上で脱炭素の取組を
加速

エネルギー政策の今後の方向性

資源
燃料

・化石燃料のロシア依存度低減 ・燃料供給体制の強化
・レアメタルの安定供給体制強化 ・メタンハイドレートの商用化に向けた
技術開発や、国内海洋における資源確保

電力の
安定供給

・リスクを踏まえた供給力の確保 ・電源確保のための市場整備等
・需給ひっ迫時の実効性ある需要対策

省エネ・
燃料転換

・省エネ投資促進 ・ヒートポンプなど熱利用の高効率・脱炭素化
・住宅・建築物の省エネ規制の強化 ・電動車・インフラの 導入促進 

原子力 ・再稼働の推進等 ・バックエンド対策 ・研究開発、産業基盤の強化

再エネ ・再エネの最大限導入に向けた取組 ・地域間連系線の増強
・デジタル化による系統運用の高度化 ・蓄電池・DRの推進

水素・
アンモニア

・大規模サプライチェーンの構築
・既存燃料とのコスト差・インフラ整備を踏まえた支援

港湾 ・カーボンニュートラルコンビナート・ポートの構築推進

ＣＣＵＳ ・2030年までのCCS事業化に向けた事業環境整備（国内法整備、
政府支援策等） カーボンリサイクルの技術開発や実用化の推進

第２章 炭素中立型社会に向けた経済・社会、産業構造変革

第１節 エネルギーを起点とした産業のGX

 2050年カーボンニュートラルに向けては、国内外のビジネス環境（国内のインフラ制約、設備投
資、国内外の規制等）、国内外各産業の市場規模を踏まえて、脱炭素手段の需給バランス
や競争関係・補完関係の変化を見極めることが重要

 クリーンエネルギー分野における国際的な大競争を勝ち抜けるよう、水素・アンモニアなどの成⾧が
期待される分野において、投資の予見可能性を確保し、大規模な投資を引き出す

蓄電池
• 液系LiB電池の生産能力を強化し、2030年に我が国企業全体でグローバル市場において600GWhの製造能

力確保することを目標に、海外市場でのプレゼンスを再度拡大。2030年頃までに、全固体電池を本格実用化
し、我が国が技術リーダーの地位を維持・確保

• 国内市場では、2030年までに、蓄電池・材料の国内製造基盤150GWhの確立を目標に、蓄電池の製造能
力拡大や、定置用蓄電システムの普及に向けた基盤整備を進める

水素・アンモニア
• 早急なサプライチェーン構築、導入拡大、商用化に向け、既存燃料との製造・輸送・貯蔵に要するコスト差を踏

まえた支援措置と貯蔵用タンク・パイプライン等の共有インフラ整備を合わせて進めるための詳細検討を行う
• 水素・アンモニアの新合成技術や、水素の発電分野における実証、運輸部門におけるインフラ整備、アンモニア

高混焼・専焼バーナー等の技術開発・実証等を進める

洋上風力
• 洋上風力産業ビジョンの策定による投資の呼び込みや、プロジェクトの案件形成を加速化により、国内需要を創

出・育成する
• アジア市場を中心とした海外市場を獲得するため、国際連携や国際標準化を推進

 脱炭素の実現と同時に、日本経済の成⾧・発展を実現していく必要。現在のエネルギー需給構
造を転換することに加え、産業構造も大幅に転換していくことが重要

マクロ的なGHG削減目標の達成
例. 2030年の削減目安
産業部門 38%削減
業務部門 51%削減

成⾧と分配の好循環について、分配の原資を稼ぎ
出す「成⾧」と次の成⾧につながる「分配」を同時に
進めることが、新しい資本主義を実現するためのカ
ギ。
-新しい資本主義実現会議より

×
脱炭素
の実現

経済の
成⾧・発展マクロ目標

対応の方向
性

産業構造
の転換

エネルギー需給構造
の転換
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第３節 地域・くらしの脱炭素に向けた取組

 地域の脱炭素トランジションは、経済社会全体やエネルギーインフラのトランジションの時
間軸を俯瞰して推進すべき。地方自治体をはじめとした関係者の主体的な取組を促進す
る

 再エネ含め、各地域の特色ある地域資源を最大限活用し、地域経済を循環させ、防災
や暮らしの質の向上など地域課題解決に貢献するよう、Win-Winで進める

 消費者の意識・行動の変化も重要、脱炭素に資する製品・サービスの需要を拡大させ、
さらなる経済社会変革につなげていく

 資源循環関連産業の発展、生物多様性への負荷低減、気候変動適応の取組を脱炭
素と同時に進め、炭素中立型の経済社会への転換に貢献

カーボンリサイクル
• 天然ガス火力や工場等の低濃度（10％以下）のCO2分離回収技術の早期確立に向け、低エネ

ルギーでの分離回収を可能とする革新的な素材開発やシステム技術等の実証を推進
• CO2を用いたコンクリート製造や、セメント製造プロセスの脱炭素化について、技術開発によるコスト低

減、ライセンス事業を通じた国内外への販路拡大、国内・国際標準化やガイドラインを通じた付加価
値の明確化等に取り組む

• SAF、合成メタン、合成燃料、グリーンLPGの普及拡大に向け、製造技術の開発、サプライチェーン
の構築、必要な環境整備を進める

• カーボンリサイクルプラスチックの普及拡大のための資源循環を確立するための社会基盤を構築。
• バイオものづくりでは、バリューチェーンの段階それぞれのプラットフォーム技術を確保したプレーヤーを育成

し、付加価値の源泉を握る

自動車
• 2035年までに新車販売で電動車100％を目標に、多様な選択肢を追求。蓄電池の大規模製造拠

点の国内立地推進、電動車の購入・インフラ整備支援、中小サプライヤー等の前向きな業態転換
支援など、エネルギー構造転換に向けた取組を推進

• トランジション・ファイナンスの推進、水素・CR燃料の普及拡大、熱プロセスの脱炭素化、ストックでの
CO2削減等を進める

原子力
• 供給途絶の危機にある技術・サービスの継承やデジタル技術の活用等によるサプライチェーン・技術・人

材維持の取組を支援
• 高温ガス炉や高速炉等の革新炉の世界標準の獲得、国際プロジェクトにサプライヤが効果的に参入で

きるような戦略的チーム編成、海外規格の認証取得や海外勢との案件マッチングを通じたサプライヤの
ビジネス機会創出を支援

ネガティブエミッション
• 低コスト化や省エネルギー化に向けた研究開発とともに、産業化につなげるための初期需要創出やボラ

ンタリーカーボンクレジット市場における導入拡大を促す

運輸
• 国際海運2050年カーボンニュートラル実現に向け、水素・アンモニアを燃料とするゼロエミッション船の技

術開発支援を行いつつ、普及に向けた国内生産基盤を強化するとともに、IMOでの議論を主導
• 2030年SAF10％使用の他、水素航空機コア技術等の脱炭素化に係る新技術の開発・導入を促進
• 鉄道資産の活用や沿線地域が連携する形での再エネ導入、燃料電池鉄道車両の開発・導入を推進

食料・農林水産業
• 「みどりの食料システム戦略」に基づき、調達から生産、加工・流通、消費までの変革を推進し、持続

可能な生産と消費を通じた新たな市場を国内外に創出し、日本発の新たな国際協調につなげる

住宅・建築物、インフラ
• 2030年以降の新築住宅・建築物のZEB/ZEH水準の省エネ性能確保に向けた規制の強化を行う
• カーボンニュートラルポートの形成に向け、新技術導入のための実証事業等を進める
• 革新的建設機械による建設時の省エネ、公共事業での省CO2に資する建設材料の活用を促進

第２節 産業のエネルギー需給構造転換

 徹底した省エネを追求し、CO2フリーなエネルギー消費へ転換していく方向性は業種横
断で共通の考え方。その上で、利用可能な技術、サプライチェーン上の位置づけなどに応
じて、カーボンニュートラルへの道筋は異なり、自社の置かれた環境を踏まえて、適切なトラ
ンジションを描き、設備投資を進める必要

 中小企業については、温室効果ガス排出量の「見える化」の促進、カーボンニュートラルに
向けた設備投資の促進のため、地域の金融機関や中小企業団体等の支援人材育成等
を図りつつ「プッシュ型」で支援施策を紹介して促進

鉄鋼
• 水素還元製鉄等の革新的な技術開発・社会実装を加速するとともに、OPEXの抑制も図りながら、

省エネや電化を含む製鉄プロセスにおけるエネルギー転換に繋がる設備投資を促進

購入電力

蒸気ボイラー・
加熱設備

石炭、
石油製品、
天然ガス

アンモニア混焼、
天然ガス

水素・アンモニア
・合成メタン
バイオマス廃棄物

（混焼含む）

化石＋
ＣＣＵＳ

系統電力

自家発電

再エネ電力
（PPAなど）

系統電力の
排出係数低下 系統電力のCN

（再エネ大量導入、
原子力再稼働）低炭素化

省エネ

水素・アンモニア、
バイオマス

（混焼含む）

経済性の高い
省エネ対策

エネルギー消費
の測定

脱炭素化

石炭、
石油製品、
天然ガス

天然ガス

廃棄物
（混焼含む）

電化

低炭素化

脱炭素化

水素・アンモニア、
バイオマス

（混焼含む）

省エネ対策＋

水素・アンモニア
・合成メタン
バイオマス

化石＋
ＣＣＵＳ脱炭素化

足元

電
力

熱

電
力
・
熱

低炭素化

脱炭素化

トランジション
期

CN

CNに向けたエネルギートランジションのイメージ 脱炭素の取組み事例

CCS
• 2030年までのCCS事業開始に向け、法整備を含めた事業環境整備を進める

◆事例１ 石炭から廃棄物への転換（大企業、製紙
業）

Before

After

電気・
熱 紙製

品
ボイラー設

備
製紙設備

焼却炉

石
炭

ごみ焼却

製
紙
会
社

自
治
体

電気・
熱

ボイラー設備
（廃棄物対応）

製紙設備

新たな処理施設
（ごみを燃料に加

工）

一般ご
み

製
紙
会
社

自
治
体

一般ご
み

廃棄
物燃
料

紙製
品

◆事例２ 熱需要の電化（中小企業、食品製造業）
Before

After

蒸気
（隣接他社から購

入）

電気 温水
生産設備

食品

生産設備
食品

温水

ヒートポンプ設備

熱交換
機

GHG削減効果▲46%
（製紙会社＋自治体）

CO2削減効果▲69%

+数百億円

+1~2千万円

+数十億円
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第４節 GXを実現するための社会システム・インフラの整備に向けた取組

 炭素中立型社会に向けた今回の転換は、産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させるものであり大規模な投資が必要。投資の予見
可能性を高めるためのロードマップを含めた「成⾧志向型カーボンプライシングの最大限活用」と「規制・支援一体型の投資促進策の活用」の基本コンセプトのもと、政策の骨格は次の5本
の柱を軸に構成し、年末に向けて更なる具体化を図る。

共通基盤

国内市場 海外市場

⑤グローバル戦略①予算措置
 前例のない規模・期間での支援措置を

示し、民間部門が予見性を持って投資
を判断できる仕組みを構築

 先行投資の積極性、事業の収益性、
事業の環境負荷等を新たなKPIとして
設定

②規制・制度的措置
 規制的措置により、新たな市場創造や

民間投資を後押し
 新たなエネルギーを社会実装するため、

事業そのものの収益性を向上させる
 投資回収期間が⾧期にわたるプロジェク

トなどの投資回収の予見可能性を高め
る

③金融パッケージ
 トランジション、イノベーション、グリーンの3

分野における金融機能の強化と、情報
開示の充実や市場の信頼性向上等に
よる基盤の整備

×脱炭素
経済の

成⾧・発展

実
現
に
向
け
た
社
会
シ
ス
テ
ム
・
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

G
X

の
実
現

 脱炭素やエネルギー安全
保障の強化に向け、アジ
ア諸国と協力体制を強
化するとともに、先進国と
イノベーション協力を行う。
また、AETI（アジア・エネル
ギートランジション・イニシアティ
ブ）を更に展開する

 パリ協定や国際的議論と
整合的な公的金融支援
を通じて、途上国の脱炭
素化を支援

 国ごとの炭素集約度の
違い等に関する環境整
備の国際的な議論を、
我が国が積極的に牽引

 適切な時間軸の中で、
進捗をフォローアップし、
自主的枠組みの中で排
出量取引の実践や、知
見・ノウハウの蓄積を図り、
国際的動向も踏まえなが
ら段階的に見直し、将来
的に排出削減と投資の
促進をより強力に促す仕
組みへと発展させる

投資
誘導

社会人・研究者育成、
初等中等教育

地域・くらしの脱炭素、
資源循環等の取組

デジタル化に向けた
環境整備

イノベーションの創
出・社会実装
 未だ技術開発が進んで

いない新領域での研究
開発を進める

 スタートアップの活用によ
る社会実装の担い手の
多様化、初期需要創
出枠組みの主導、国際
ルール形成支援に取り
組む

 優れたシーズ創出のため
のアカデミアのエコシステ
ムを形成

 初等中等教育から高
等教育までのエネル
ギー・環境分野に関す
る教育の場の提供やリ
カレント教育の充実と
いった取組をシームレス
に進めていく

 若手研究者と企業と
の共同研究の支援や、
企業における処遇の適
正化に取り組む

 先行的取組の深化・
加速化、地域主導の
脱炭素移行、地域脱
炭素を推進する人的
資本投資等に取り組む

 消費者の選好を通じ、
脱炭素に資する高付
加価値な製品・サービ
スの需要を高め、脱炭
素化と経済成⾧の好
循環を実現

５本の柱 脱炭素
関連投資

年間
約17兆円

電源脱炭素化
／燃料転換 約5兆円

製造工程の
脱炭素化等 約2兆円

エンドユース 約4兆円

インフラ整備 約4兆円

研究開発等 約2兆円

再エネ
水素・アンモニア
蓄電池の製造

約2.0兆円
約0.3兆円
約0.6兆円

製造工程の省エネ・脱炭素化
産業用ヒートポンプ、コージェネ設備等の導入

約1.4兆円
約0.5兆円

省エネ性能の高い住宅・建築物の導入
次世代自動車の導入

約1.8兆円
約1.8兆円

系統増強費用
電動車用インフラ整備
デジタル社会への対応

約0.5兆円
約0.2兆円
約3.5兆円

カーボンリサイクル
カーボンニュートラルに資する製造工程の開発
原子力
先進的なCCS事業の実施

約0.5兆円
約0.1兆円
約0.1兆円
約0.6兆円

10年間で約150兆円

 主要な分野における脱炭素に関連する投資額を、それぞれ一定の仮
定のもとで積み上げた場合、2050年CNに向けた必要な投資額は、
2030年単年で約17兆円、今後10年で約150兆円

 GXリーグでの取組
① 2050年カーボンニュートラルのサステイナブ

ルな未来像を議論・創造
② カーボンニュートラル時代の市場創造や

ルールメイキングを議論（例:CO2ゼロ
商品の認証制度等）

③ カーボンニュートラルに向けて掲げた目標に
向けて自主的な排出量取引を行う

 企業由来
GXリーグ参加企業による
削減価値クレジット
 プロジェクト由来
J-クレジット
JCM
質の高い海外ボランタリー
クレジット
（国際標準クレジット）等

カーボン・クレジット市場

GXリーグの段階的発展に向けた論点（例）
• 排出量取引の実施方法
• 多排出事業者を含め、更なる賛同者の拡大のための仕掛け
• より野心的な削減目標の設定や、排出削減に向けた投資拡大を引き出

す仕掛け
• GX市場創造（初期需要等）等の仕掛け（企業の実践状況も加味）
• 取引の厚みの増加や、吸収・除去クレジット創出拡大、国際的なカーボンプライシ

ングを巡る議論や海外におけるカーボンクレジット動向への適切な対応

GXリーグ構想
GXリーグ（440社が賛同）

 以下を両輪で、デジタ
ル化に向けた環境整備
を推進

① デジタルを実装した社
会構造の構築

・ 共助の思想に基づくデジ
タル生活基盤の再構築

・ デジタル時代に即した
規制・制度変更

② デジタル化を加速する
ための研究開発

（アジア・ゼロエミ共同体構想等）

脱炭素に必要となる投資額

（参考）GXリーグの段階的発展
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クリーンエネルギー戦略中間整理に盛り込まれた主な国土交通省関連施策
GXの方向性（運輸）①現状・課題

＜現状＞ 市場動向等

【船舶】
– 船舶分野の脱炭素化に向け、省エネ化に加え、LNGや水素・アンモニア等へ

の燃料転換が不可欠。
– 水素・アンモニア等を活用したゼロエミッション船については、国際海運分野に

おける新たな市場の形成が期待される。
– 我が国造船・海運業は環境性能に優れた船舶・サービスを強みとする一方、造

船は中国・韓国との厳しい競争環境下にある。

【航空】
– 航空分野の脱炭素化に向け、SAFの利用拡大、航空機材・装備品等の新

技術開発等が不可欠。
– SAFについては、海外において商用化がなされ、欧米を中心に導入に向けた動

きが加速化。
– 2030年本邦航空会社における燃料使用量の10％にSAFを導入すべく、

国産SAFの実用化、SAFのサプライチェーン構築が必要。

【鉄道】
– 電気使用が多い鉄道においては、再エネ電気の利用拡大が不可欠。
– さらに、燃料電池鉄道車両の開発が進むとともに、バイオ燃料の活用も見込ま

れる。

【物流、公共交通等】
– 電動車の普及拡大とともに、デジタル技術の活用も含めた物流の効率化、

モーダルシフトの進展、ドローン物流の実用化等が見込まれる。

我が国CO2排出量の約２割を占める運輸部門おいては、各輸送モードや物流、公共交通において、省
エネ化や非化石燃料の利用拡大に向けた需要構造の転換が不可欠。
国際海運、国際航空分野では、燃料転換の新たな市場形成に向けた研究開発が加速化。

船舶における燃料転換の移行イメージ

国際海運・航空分野におけるCO2排出量

SAF必要供給量の見通し

国際航空
1.8％

国際海運
2.1％

2020年 2030年 2050年

世界で必要となる
SAF供給量

6.3万kl 7,200万kl 5.5億kl

全ジェット燃料
供給量比

0.03% 13% 90%

※ATAG Waypoint 2050によるF3（SAF導入を重視）シナリオによるSAF必要量
注）2030年のSAF必要量は、グラフからの読取推計 14



クリーンエネルギー戦略中間整理に盛り込まれた主な国土交通省関連施策
GXの方向性（運輸）①取組の方向性
運輸部門におけるクリーンエネルギーへの転換に向けた取組を、関係省庁や産業界と連携し、計画的・

戦略的に推進し、輸送事業や造船業を始めとする関連産業における民間投資の拡大を図る。
＜取組の方向性＞
【船舶】

– 「国際海運2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、22年度からIMO（国
際海事機関）における削減目標の議論を主導し、23年夏の合意を目指す。

– 26年よりアンモニア燃料船、27年より水素燃料船の実証運航に向けた技術開
発支援。ゼロエミッション船等の普及に向けた国内生産基盤強化等の環境整備。

– 造船・海運関連企業や有識者等からなる官民協議会（22年４月設置）の活動推進。
【航空】

– 航空脱炭素化の工程表（21年12月策定）の実行。航空法の改正により、航空事業
者等による脱炭素化を計画的に推進。

– SAFの導入促進、航空機材等への新技術導入、管制の高度化による運航方
式の改善に関する３つの官民協議会（22年度設置予定。SAFは4月設置）の活動推進。

– 2030年SAF10％の使用目標に向けた国産SAFの研究開発・実用化のため
の連携強化、輸入SAFを含めたSAFのサプライチェーン構築（22年度に国交省飛行検査
機による実証予定）。

【鉄道】
– 鉄道資産活用型・沿線地域連携型の再エネ導入の検討、取組促進に係る官

民協議会（22年秋設置予定）の活動推進。
– 燃料電池鉄道車両の開発・導入推進（22年3月より実証試験）。ディーゼル車両における

バイオ燃料活用について22年度より調査開始。
【物流・公共交通等】

– 事業用トラック・バス・タクシーにおける次世代自動車の普及促進（2030年小型商用車の
新車販売電動車20～30%、 2020年代に5,000台の大型商用電動車の導入）。

– 物流DXの推進、ダブル連結トラックの普及、物流に係るパレットや伝票等のソフ
ト・ハードの標準化。モーダルシフトの更なる推進。ドローン物流の社会実装の
推進（2030年までに約1,500件）。

– 公共交通における電気バス等のCO2排出の少ない輸送手段の導入、MaaS
の社会実装の促進。自転車活用の推進。持続可能な観光の推進。

SAFのサプライチェーン構築イメージ

燃料電池鉄道車両の
技術開発

燃料電池鉄道車両

ドローン物流の
社会実装

ドローン物流

海外のSAF
製造プラント 混合SAF

中部国際空港

レフェーラー
給油又はハイ
ドラント給油

輸入（ニート）
国内の受入施
設（石油プラ

ント等）

JET A1

ブレンド 又は
陸路輸送海上輸送海上輸送

既に商用化されている輸入ＳＡＦを調達し、利用上の課題を検証。
今後、取扱のノウハウを全国の空港に展開し、国産ＳＡＦの普及につなげる。

ゼロエミッション船の技術開発
国内生産基盤の強化
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業務・家庭部門における二酸化炭素排出量の推移

住宅・建築物分野においては、2030年には新築で、2050年にはストック平均で、ZEH・ZEB基準の水
準の省エネ性能が確保されるよう、省エネの徹底が不可欠。
インフラ分野においては、省エネ化や再エネの導入等の設備投資の促進のほか、水素・アンモニア等の国

際サプライチェーンの拠点となる港湾における脱炭素化の取組が必要。

2050年及び2030年に目指すべき
住宅・建築物の姿

港湾・臨海部におけるCO2排出量の状況

＜現状＞ 市場動向等

【住宅・建築物】
– 注文住宅に占めるZEHの割合は大手住宅メーカーでは56%。一方で、一

般工務店では9%にとどまる。
– 新築におけるZEH・ZEB、 LCCM住宅等の省エネ性能に優れた住宅の建築、

省エネ改修、非住宅や中高層の木造建築物など、住宅の省エネ化等に資す
る関連市場の拡大が見込まれる。

【インフラ】
– 港湾・臨海部の脱炭素化に向け、水素・アンモニア等の国際サプライチェーン

構築の拠点として受入れ、貯蔵、輸送等のための設備投資が不可欠。また、
停泊中船舶への陸上電力供給設備、低炭素型荷役機械の利用拡大が見
込まれる。

– 空港等におけるインフラにおいて、LED化等による省エネ設備、太陽光発電等
の再エネ設備の拡大が必要。

– 環境に配慮した民間都市開発やグリーンインフラへのESG投資など、民間投
資の拡大が期待される。

【建設施工】
– インフラ等の建設施工段階において、省CO2に資する建設材料等の利用や、

電動・水素・バイオ等を活用した革新的建設機械の普及拡大が見込まれる。

2030年 2050年

新築される住宅・建築物に
ついては ＺＥＨ・ＺＥＢ基準
の水準の省エネ性能が確
保される

ストック平均でＺＥＨ・ＺＥＢ
基準の水準の省エネ性能
が確保される

クリーンエネルギー戦略中間整理に盛り込まれた主な国土交通省関連施策
GXの方向性（住宅・建築物、インフラ） ①現状・課題

新築建築物に占める木造建築物の割合

３階以下の住宅 ８３.２％

４階以上の住宅 ０．０４％

非住宅 ７．８％

CO2排出量
（2020年度確報値）

計10.4億トン

発電所・
製油所等
4.2億トン
（40.4%）

化学工業
(石油石炭製品を含む)
0.5億トン（5.1%）

その他
4.6億トン

（43.8%）

鉄鋼
1.1億トン

（10.7%）

うち、事業用発電は約3.9億トン
【内訳（港湾局推計）】
石炭 約2.3億トン
ＬＮＧ 約1.3億トン
石油等 約0.2億トン

CO2排出量の約6割を
占める産業の多くは、
港湾・臨海部に立地

16



クリーンエネルギー戦略中間整理に盛り込まれた主な国土交通省関連施策
GXの方向性（住宅・建築物、インフラ） ②取組の方向性

住宅・建築物、インフラ等の分野において、関係省庁や産業界と連携しつつ、省エネ対策や再エネ導入
等の取組を強化し、住宅、建設等の関連産業におけるグリーン分野での事業・投資の拡大を図る。

LCCM住宅

革新的建設機械の技術開発

カーボンニュートラルポート

＜取組の方向性＞
【住宅・建築物】

– 建築物省エネ法の改正により、25年度までに新築住宅を含む省エネ基準適
合の全面義務化、以降の段階的な基準引上げ。

– ZEH・ZEB・LCCM住宅の普及、省エネ改修に対する支援。
– 非住宅・中高層建築物等における木材利用促進に向けた建築基準の合理

化や支援。

※企業による水素・アンモニア等
の利活用の例

バイオマス燃料・
水素・アンモニア
等を製造 【海外】

海上輸送

我が国港湾にて
荷揚げ・貯蔵

配送

脱炭素化に取り組む
立地企業が利活用

ローリー・
パイプライン等

立地産業

物流施設（冷凍・
冷蔵倉庫） 等

港湾を経由した水素・アンモニア等の利活用

■地域木材

■太陽光発電パネル
＋太陽熱給湯集熱パネル

■LED照明の
多灯分散配置

■日射を遮蔽する
木製ルーバー

■高効率給湯器
■燃料電池

【インフラ】
– カーボンニュートラルポート（CNP）の形成推進（全国の

重要港湾等における港湾管理者、立地・利用企業等の連
携による22年度からのCNP形成計画の策定を推進）。
港湾に脱炭素化の新技術を導入するための実証事業を22
年度から実施。

– 洋上風力発電の建設・維持管理に不可欠な基地港湾の
指定見込みを22年度内にとりまとめ・公表。

– 空港等のインフラにおける太陽光発電等の再エネの導入
促進（空港法等の改正による空港の再エネ拠点化の推進
等）。下水道バイオマス活用の技術開発・導入等の25年
度までの集中実施等。

– 都市のコンパクト・プラス・ネットワークの推進。都市街区で
の面的な脱炭素化と災害対応力の強化。官民連携プラット
フォームを通じたグリーンインフラの社会実装の推進。

【建設施工】
– 電動等の革新的建設機械の導入、公共事業での省CO2に資する建設材

料活用の推進体制の構築。
– ICT施工による建設現場の生産性向上。 【新たな動力源（イメージ）】

水素エンジン等 バイオマス燃料／
e-fuel 等

E／FC
建設機械【軽油を燃料とした動力源】 17


